
平成２０年

第４回市議会定例会 議案第２３号

函館市都市公園条例の一部改正について

函館市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように定める。

平成２０年１２月４日提出

函館市長 西 尾 正 範

函館市都市公園条例の一部を改正する条例

函館市都市公園条例（昭和３３年函館市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表４中「１，０００」を「６３０」に，「１，６００」を「９７０」

に，「２，２００」を「１，３００」に，「９３０」を「５６０」に，

「１，５００」を「９００」に，「２，１００」を「１，２００」に，

「 「
72 56

を に ， 「 １ ， ４ ０ ０ 」 を 「
10 6

」 」

１，１００」に，

「
外径が0.1メ
ートル未満の 48
もの

外径が0.1メ
ー ト ル 以 上

720.15メートル
未満のもの

外径が0.15メ
ー ト ル 以 上

950.2メートル
未満のもの 長さ１

水道管，下水道管，ガス メート を
管その他これらに類する 外径が0.2メ ルにつ
もの ー ト ル 以 上 き１年

1900.4メートル
未満のもの

外径が0.4メ
ートル以上１

480メートル未満



のもの

外径が１メー
トル以上のも 950
の

」

「
外径が0.07メ
ートル未満の 24
もの

外径が0.07メ
ー ト ル 以 上

340.1メートル
未満のもの

外径が0.1メ
ー ト ル 以 上

510.15メートル
未満のもの

外径が0.15メ
ー ト ル 以 上

670.2メートル
未満のもの

外径が0.2メ 長さ１
水道管，下水道管，ガス ー ト ル 以 上 メート

100 に，管その他これらに類する 0.3メートル ルにつ
もの 未満のもの き１年

外径が0.3メ
ー ト ル 以 上

1300.4メートル
未満のもの

外径が0.4メ
ー ト ル 以 上

2400.7メートル
未満のもの

外径が0.7メ
ー ト ル 以 上

340１メートル未
満のもの

外径が１メー
トル以上のも 670
の

」

「６００」を「４７０」に，「１００」を「２０」に，「１，１００」

を「９００」に，「４４０」を「２００」に改める。

別表５ １の２の表中



「
午前６時から正午まで１

120円人につき

トレーニ 正午から午後５時まで１
120円ング室 人につき

を
午後５時から午後９時ま

120円で１人につき

午前６時から正午まで
1,000円
（500円）

」

「

午前６時から正午まで
1,000円

に（500円）
」

改める。

附 則

１ この条例は，平成２１年４月１日から施行する。

２ 改正後の別表４の規定は，この条例の施行の日以後の占用に係る占

用料について適用し，同日前の占用に係る占用料については，なお従

前の例による。

（提案理由）

都市公園の占用料の額を改定し，および千代台公園野球場のトレーニ

ング室を廃止するため


